
10広報みさと11月号　№556

■
収
集
場
所
　
左
表
の
と
お
り

■
収
集
物

◎
使
用
済
み
乾
電
池
（
ボ
タ
ン
電
池
も
可
）

　
袋
に
入
れ
な
い
で
そ
の
ま
ま
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
蛍
光
管
・
水
銀
電
球
（
直
管
は
１
・
５
ｍ

未
満
に
限
る
。）

　
中
に
水
銀
な
ど
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、

割
ら
な
い
よ
う
注
意
し
て
そ
の
ま
ま
出
し
て

く
だ
さ
い
。

注
意
　
白
熱
電
球
や
割
れ
た
蛍
光
管
は
対
象

外
で
す
。（
不
燃
ご
み
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

◎
水
銀
体
温
計
・
温
度
計

　
中
に
水
銀
な
ど
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、

割
ら
な
い
よ
う
注
意
し
て
そ
の
ま
ま
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
一
般
家
庭
で
使
用
し
た
物
に
限
り
ま
す
。

※
当
日
有
害
ご
み
を
出
せ
な
い
か
た
は
、
役

場
、
中
央
公
民
館
に
回
収
箱
を
設
置
し
て

い
ま
す
の
で
、
開
庁
・
開
館
時
間
を
ご
確

認
の
う
え
、
そ
ち
ら
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。（
箱
が
小
さ
い
た
め
、
小
出
し
に
し
て

く
だ
さ
い
。）

　一般家庭から排出される使用済み乾電池、蛍光管などの分

別収集を下記のとおり実施します。収集日時と場所をご確認

のうえ各自ルールを守って出してください。

■使用済み乾電池、蛍光管、水銀体温計・温度計の収

集場所

収集場所行政区

東児玉公民館根　　木

関集会所（八幡関）、倉柱集会所関

上川輪集会所、新井横手公会堂南阿那志

北阿那志中央リサイクルセンター北阿那志

小茂田リサイクルセンター小 茂 田

善台寺熊谷公会堂、下児玉公会堂

中山集会所、殿ケ谷戸観音堂集会所
下 児 玉

北十条集会所北 十 条

南十条集会所南 十 条

沼上集会所沼　　上

広木会館広　　木

駒衣集会所、駒衣第三集会所駒　　衣

木部集会所木　　部

古郡農村集落センター古　　郡

甘粕集会所甘　　粕

中里集会所中　　里

湯栃集会所湯　　栃

野中集会所野　　中

小栗児童センター小　　栗

猪俣中央会館猪　　俣

湯本集会所湯　　本

大仏婦人児童センター大　　仏

白石公民館白　　石

円良田農民センター円 良 田

ご不明な点は、担当までお問い合わせください。

【お願い】

　収集場所には、専用の収集箱を用意しますので、

それぞれ割れないように袋やケースから取り出して

箱の中に入れてください。

　排出時間は厳守でお願いします。また、時間を過

ぎてからは、収集場所にごみを置かないようにして

ください。

使
用
済
み
乾
電
池
、
蛍
光
管
な
ど
の
収
集

有害ごみ分別収集の実施について

■収集日 11月22日（水）　午前８時30分～10時30分

■
収
集
場
所
　
役
場
西
側
駐
車
場

■
収
集
物

◎
バ
ッ
テ
リ
ー

　
段
ボ
ー
ル
に
入
れ
な
い
で
そ
の
ま
ま
出
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
ボ
ン
ベ

　
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
式
は
対
象
外
で
す
。
穴
を

あ
け
、
不
燃
ご
み
の
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
般
家
庭
で
使
用
し
た
物
に
限
り
ま
す
。

バ
ッ
テ
リ
ー
・
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
ボ
ン
ベ

の
収
集

問合せ＝建設水道課　建設環境係　緯76-5134

11平成29年11月

11月は、『家庭ごみ10％減量推進月間』です！

使用済み小型電子機器の回収を行います！

離
職
中
の
看
護
職
の
か
た
へ

　
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
看
護
職
の
資
格

を
お
持
ち
で
就
業
し
て
い
な
い
か
た
は
県

ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
へ
の
届
出
が
努
力
義
務

に
な
り
ま
し
た
。
転
居
や
出
産
育
児
な
ど

で
離
職
し
た
か
た
は
届
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

届
出
方
法
＝
埼
玉
県
看
護
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
の
「
と
ど
け
る
ん
」
の
ペ
ー

ジ
か
ら
入
力
に
よ
る
届
出
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
埼
玉
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　
緯
０
４
８
‐
６
２
０
‐
７
３
３
９

埼
玉
県
の
最
低
賃
金
　
円
に
概

871

　
埼
玉
県
最
低
賃
金
が
　
月
１
日
か
ら
時

10

間
額
　
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

871

　
埼
玉
県
最
低
賃
金
は
、
県
内
す
べ
て
の

労
働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま

す
。（
産
業
に
よ
っ
て
、
特
定
（
産
業
別
）

最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。）

問
合
せ
＝
埼
玉
労
働
局
賃
金
室

　
緯
０
４
８
‐
６
０
０
‐
６
２
０
５

　
熊
谷
労
働
基
準
監
督
署

　
緯
０
４
８
‐
５
３
３
‐
３
６
１
１

建設環境係から　ごみ収集・回収についてのお知らせ


